
 

～ 大分県における最低到達水準 ～ 

 

格差是正を進めていくためには、賃金水準の底上げが不可欠であり、賃金引き上げ額・率以

上に賃金水準の社会水準確保に重きを置いた要求の組み立てや交渉を行うことが必要である。

そのために、連合リビングウェイジを基準とした「最低到達水準」を設定する。 

この水準は、年齢・業種・雇用形態を問わず、すべての労働者が「現状の社会のしくみの中で

経済的自立していくために必要な最低生計費の水準」であり、この水準をクリアすることをめざす。 

             
 単身世帯／自動車なし 単身世帯／自動車あり 

時間額（所定内）※1 
最低生計費＋税・社保 最低生計費＋税・社保 

月額 月額 

1,050 円 
 

173,000 円 
 

222,000 円 
 

※1 2022 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」所定内実労働時間数全国平均（165 時間）で除

し、10 円未満は切り捨て（所定内実労働時間数＝総実労働時間数－超過労働時間数） 
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